
避難施設として活用される校舎棟増築予定地＝湘洋中学校

にぎわいが期待されるふじさわ宿交流館完成イメージ

運営等に関する条例を制定

消費者相談に適切に対応する

議　　　　　案

〇
藤
沢
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
平
成
二
十
六

年
六
月
に
消
費
者
安
全
法
が
改

正
さ
れ
、
消
費
者
安
全
の
確
保

に
関
し
事
業
者
に
対
す
る
消
費

者
か
ら
の
苦
情
に
係
る
相
談
に

応
じ
る
等
の
た
め
の
施
設
ま
た

は
機
関
を
設
置
す
る
市
町
村
は
、

当
該
施
設
又
は
機
関
の
組
織
及

び
運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
条
例
で
定
め
る
こ
と
が
規

定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
に

条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

【
条
例
の
主
な
内
容
】

・
市
長
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
を
設
置
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
名
称
及
び
所
在
地
、
消

費
生
活
相
談
の
事
務
を
行
う
日

及
び
時
間
を
公
告
す
る
。
ま
た
、

当
該
事
項
を
変
更
し
た
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

・
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
は
、

消
費
生
活
相
談
員
資
格
試
験
に

合
格
し
た
者
（
不
当
景
品
類
及

び
不
当
表
示
防
止
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
規
定

に
よ
り
合
格
し
た
者
と
み
な
さ

れ
る
者
を
含
む
。
）
を
消
費
生

活
相
談
員
と
し
て
置
く
。

・
市
長
は
、
消
費
生
活
相
談
員

の
適
切
な
人
材
及
び
処
遇
の
確

保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

・
市
長
は
、
当
該
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
事
務
に
従
事

す
る
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質

の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会

を
確
保
す
る
。

・
市
長
は
、
事
務
を
実
施
し
て

得
ら
れ
た
情
報
の
漏
え
い
、
滅

失
ま
た
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他

の
当
該
情
報
の
適
切
な
管
理
の

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

【
施
行
日
】
二
十
八
年
四
月
一

日〇
藤
沢
市
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
及
び
藤
沢
市

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
平
成
二
十
七

年
八
月
に
国
家
戦
略
特
別
区
域

法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
国
家

戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士

（
以
下
「
地
域
限
定
保
育
士
」

と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
が

創
設
さ
れ
、
神
奈
川
県
に
お
い

て
、
こ
の
制
度
を
活
用
し
て
地

域
限
定
保
育
士
事
業
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
。

【
改
正
の
主
な
内
容
】

・
藤
沢
市
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
に
お
い
て
、

家
庭
的
保
育
者
の
規
定
に
神
奈

川
県
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定

保
育
士
を
加
え
る
。

・
藤
沢
市
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
に
お

い
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の

規
定
に
神
奈
川
県
の
区
域
に
係

る
地
域
限
定
保
育
士
を
加
え
る
。

【
施
行
日
】
公
布
の
日

藤沢市消費生活センター

  

地
域
の
避
難
施
設
と
し
て
建
築

津
波
の
力
を
低
減
す
る
対
策
等
を
図
る

湘
洋
中
学
校
校
舎
棟
増
築

〇
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
（
湘
洋
中
学
校
校
舎
棟

（
津
波
避
難
施
設
）
増
築
建
築

工
事
）

【
契
約
の
相
手
方
】
湘
洋
中
学

校
校
舎
棟
（
津
波
避
難
施
設
）

増
築
建
築
工
事
ミ
ヤ
マ
建
設
・

ス
リ
ー
エ
ム
共
同
企
業
体

【
工
事
の
概
要
】
校
舎
棟
増
築

①
構
造
規
模
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
、
地
上
四
階
②
建
築
面
積

四
百
四
十
六
・
〇
九
平
方
㍍
③

延
床
面
積
一
千
六
百
・
〇
五
平

方
㍍

　
既
存
校
舎
棟
改
修
、
既
存
外

構
改
修
、
そ
の
他
附
帯
工
事
一

式【
契
約
金
額
】
四
億
四
千
六
十

四
万
円

【
竣
工
予
定
日
】
平
成
二
十
九

年
二
月
二
十
八
日

　
〈
主
な
質
問
と
答
弁
〉

質
問
　
校
舎
棟
は
津
波
避
難
施

設
と
し
て
建
築
さ
れ
る
が
、
津

波
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策

が
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
弁
　
増
築
す
る
校
舎
棟
は
、

東
側
に
屋
外
か
ら
の
避
難
階
段

を
設
置
す
る
。
ま
た
、
津
波
対

策
と
し
て
は
、
校
舎
棟
一
階
を

柱
の
み
の
壁
の
な
い
空
間
と
し

て
津
波
の
力
を
低
減
す
る
ほ
か
、

建
物
の
基
礎
に
杭
を
使
用
し
、

建
物
周
囲
を
舗
装
し
て
津
波
に

よ
る
洗
掘
を
防
ぎ
、
一
階
の
柱

の
前
に
漂
流
物
の
衝
突
防
護
用

の
補
助
柱
を
設
置
す
る
等
の
対

策
を
図
っ
て
い
る
。

〇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
（
村
岡
子
ど
も
の
家
）

　
こ
の
議
案
は
、
平
成
二
十
八

年
四
月
一
日
に
新
設
さ
れ
る
村

岡
子
ど
も
の
家
に
つ
い
て
、
指

定
管
理
者
を
指
定
す
る
必
要
に

よ
る
も
の
。

【
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
】

　
朝
日
町
十
番
地
の
八

　
公
益
財
団
法
人
藤
沢
市
み
ら

い
創
造
財
団

【
指
定
の
期
間
】

　
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
三

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
（
藤
沢
市
湘
南
台
文
化
セ
ン

タ
ー
）

　
こ
の
議
案
は
、
公
の
施
設
で

あ
る
藤
沢
市
湘
南
台
文
化
セ
ン

タ
ー
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
、

平
成
二
十
七
年
度
を
も
っ
て
指

定
管
理
者
の
指
定
期
間
が
終
了

す
る
た
め
、
次
年
度
以
降
の
指

定
管
理
者
を
指
定
す
る
必
要
に

よ
る
も
の
。

【
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
】

　
円
行
二
丁
目
三
番
地
の
十
七

　
公
益
財
団
法
人
藤
沢
市
ま
ち

づ
く
り
協
会
・
藤
沢
市
民
会
館

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

共
同
事
業
体

【
指
定
の
期
間
】

　
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
三

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
（
藤
沢
駅
南
口
路
上
第
二
自

転
車
駐
車
場
）

　
こ
の
議
案
は
、
新
設
す
る
公

の
施
設
で
あ
る
藤
沢
駅
南
口
路

上
第
二
自
転
車
駐
車
場
の
管
理

に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
を
指

定
す
る
必
要
に
よ
る
も
の
。

【
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
】

　
円
行
二
丁
目
三
番
地
の
十
七

　
公
益
財
団
法
人
藤
沢
市
ま
ち

づ
く
り
協
会

【
指
定
の
期
間
】

　
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
か

ら
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で〇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
（
藤
沢
市
市
民
活
動
プ
ラ
ザ

む
つ
あ
い
）

　
こ
の
議
案
は
、
藤
沢
市
市
民

〇
藤
沢
市
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
及
び
同
補
充
員
の
選
挙

に
つ
い
て

　
藤
沢
市
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
及
び
同
補
充
員
が
、
平

成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
一

日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な

る
た
め
、
新
た
な
委
員
に
つ

い
て
、
議
会
で
選
挙
を
行
う

も
の
。

　
選
挙
の
結
果
、
選
挙
管
理

委
員
会
委
員
と
し
て
、

・
伊
藤
喜
文
氏
（
湘
南
台
三

丁
目
在
住
）

・
大
野
美
紀
氏
（
柄
沢
在
住
）

・
井
上
廣
男
氏
（
長
後
在
住
）

・
水
嶋
正
夫
氏
（
湘
南
台
二
丁

目
在
住
）
が
当
選
し
た
。

　
ま
た
、
同
補
充
員
と
し
て
、

・
熊
倉
旨
宏
氏
（
辻
堂
元
町
六

丁
目
在
住
）

・
菅
沼
恒
昭
氏
（
羽
鳥
四
丁
目

在
住
）

・
木
村
榮
子
氏
（
大
鋸
二
丁
目

在
住
）

・
杉
下
由
輝
氏
（
片
瀬
五
丁
目

在
住
）
が
当
選
し
た
。

　
任
期
は
二
十
七
年
十
二
月
二

十
二
日
か
ら
三
十
一
年
十
二
月

二
十
一
日
ま
で
の
四
年
間
。

〇
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て

　
藤
沢
市
域
の
人
権
擁
護
委
員

の
一
人
が
、
平
成
二
十
八
年
三

月
三
十
一
日
を
も
っ
て
任
期
満

了
と
な
る
た
め
、
法
務
大
臣
に

新
た
な
候
補
者
を
推
薦
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
議
会
の
意
見
を

求
め
る
も
の
。

　
議
会
は
こ
れ
に
同
意
し
た
。

　
任
期
は
二
十
八
年
四
月
一
日

か
ら
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
三
年
間
。

・
飯
島
広
美
氏
（
再
推
薦
、
大

庭
在
住
）

〇
藤
沢
市
情
報
公
開
審
査
会
委

員
の
委
嘱
に
つ
い
て

　
藤
沢
市
情
報
公
開
審
査
会
委

員
の
任
期
が
、
平
成
二
十
八
年

一
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
満

了
と
な
る
た
め
、
新
た
な
委

員
を
委
嘱
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
議
会
の
意
見
を
求
め
る

も
の
。

　
議
会
は
こ
れ
に
同
意
し
た
。

　
任
期
は
二
十
八
年
二
月
一

日
か
ら
三
十
年
一
月
三
十
一

日
ま
で
の
二
年
間
。

・
青
木
孝
氏
（
再
任
、
横
浜

市
在
住
）

・
小
澤
弘
子
氏
（
再
任
、
鎌

倉
市
在
住
）

・
安
冨
潔
氏
（
再
任
、
鎌
倉

市
在
住
）

・
山
田
恵
里
可
氏
（
再
任
、

茅
ヶ
崎
市
在
住
）

・
河
合
秀
樹
氏
（
新
任
、
横

浜
市
在
住
）

〇
藤
沢
市
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て　
こ
の
議
案
は
、
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
に
定
め
る
事
務
以
外

の
事
務
で
個
人
番
号
を
利
用
す

る
も
の
を
追
加
す
る
た
め
、
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

【
改
正
の
主
な
内
容
】

・
市
長
は
、
①
生
活
に
困
窮
す

る
外
国
人
に
対
し
て
生
活
保
護

法
の
規
定
に
準
じ
て
実
施
す
る

保
護
②
神
奈
川
県
在
宅
重
度
障

害
者
等
手
当
支
給
条
例
に
よ
る

重
度
障
が
い
者
等
手
当
の
支
給

③
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
に
よ
る
地
域
生
活

支
援
事
業
の
実
施

－－－以
上
三

項
目
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て

規
則
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、

事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要

な
限
度
で
個
人
番
号
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

【
施
行
日
】
平
成
二
十
八
年
一

月
一
日

〇
藤
沢
市
火
災
予
防
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
消
防
法
令
に

関
す
る
重
大
な
違
反
の
あ
る
防

火
対
象
物
に
つ
い
て
、
そ
の
法

令
違
反
の
内
容
を
利
用
者
等
へ

公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用

者
等
の
防
火
安
全
に
対
す
る
認

識
を
高
め
て
火
災
被
害
の
軽
減

を
図
る
と
と
も
に
、
防
火
対
象

物
の
関
係
者
に
よ
る
防
火
管
理

業
務
の
適
正
化
及
び
消
防
用
設

備
等
の
適
正
な
設
置
促
進
に
資

す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
。

【
改
正
の
主
な
内
容
】

・
消
防
長
は
、
防
火
対
象
物
の

消
防
用
設
備
等
の
状
況
が
消
防

法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令

に
違
反
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨

を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
施
行
日
】
平
成
二
十
八
年
四

月
一
日

活
動
推
進
セ
ン
タ
ー
の
分
館
と

し
て
新
た
に
設
置
す
る
公
の
施

設
で
あ
る
藤
沢
市
市
民
活
動
プ

ラ
ザ
む
つ
あ
い
の
管
理
運
営
に

つ
い
て
、
指
定
管
理
者
を
指
定

す
る
必
要
に
よ
る
も
の
。

【
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
】

　
藤
沢
五
七
七
番
地
寿
ビ
ル
三

〇
一
号
室

　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
藤
沢

市
市
民
活
動
推
進
連
絡
会

【
指
定
の
期
間
】

　
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か

ら
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
（
藤
沢
市
ふ
じ
さ
わ
宿
交
流

館
）

　
こ
の
議
案
は
、
平
成
二
十
八

年
四
月
一
日
か
ら
新
た
に
公
の

施
設
と
し
て
管
理
運
営
を
行
う

藤
沢
市
ふ
じ
さ
わ
宿
交
流
館
に

つ
い
て
、
指
定
管
理
者
を
指
定

す
る
必
要
に
よ
る
も
の
。

【
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
】

　
片
瀬
海
岸
二
丁
目
二
十
番
十

三
号

　
公
益
社
団
法
人
藤
沢
市
観
光

協
会

【
指
定
の
期
間
】

　
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
三

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及
び

　
　
同
補
充
員
の
選
挙
を
執
行
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